
～未就職卒業者基金訓練（９月開講分）募集要項～
★就職が決まらないまま卒業された方及び既卒３年目までの方（平成２１年３月１日以降の卒業生）のための職業訓練です。

受講を希望される方は下記内容をお読みの上、ハローワークの職業訓練窓口で相談してください。

○申込資格…原則、平成２１年３月１日以降平成２３年９月３０日までの、新規
学校卒業者であって、ハローワークに求職申込みを行っている方
で、キャリア・コンサルティングを経て、ハローワークの所長の
受講勧奨を受けることのできる方。

○申込受付期間…平成２３年８月４日（木）まで
（詳細はコースのカリキュラムを参照ください。）

※申込受付期間とは、訓練校への申込期限ですのでご注意ください。
※受講申込書の提出方法は訓練校毎で異なります。（持参する必要が
ある場合があります。）また、各訓練校によって、各訓練校によって、業務時間が異業務時間が異なりなり
まますのですので、なるべく最終日の申込、なるべく最終日の申込みみはお避けください。はお避けください。

○訓練期間…コースのカリキュラムを参照ください。

○受講経費…受講料は無料です。ただし、テキスト代他は各自負担となります。

○申込方法…①お住まいを管轄するハローワークの職業訓練相談窓口で相談
の上、受講申込書の交付を受けてください。窓口受付は月～金曜
です。（受付時間は各所で異なりますので、ご注意ください。）
②申込書交付後、ただちに各訓練校にご自身で電話を行い、選考日
等訓練校にお問い合せください。訓練校受付は原則平日のみです。

③受講申込書を希望する訓練校に提出してください。

○受講者の選考…各訓練校によって選考日・選考内容等が変わります。
必ず、申込時にご自身で電話にて確認してください。

○受講決定から入校日までの流れ（次ページを参照ください）

① 受講決定された方には、訓練校から受講決定の通知書（選考結果通知
書）が交付されます。当通知書を受け取った後、速やかにハローワーク（大
阪市北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、旭区の方は大阪キャリア
アップハローワーク 受付時間は１０時～１８時）に提出し、「受講勧奨通知
書」の交付を受けてください。

② 「受講勧奨通知書」を入校日に訓練校へ提示してください。

i. 受講申込書の交付を受けるには、ハローワークの窓口でキャリア・コンサルティ
ングを受けてください。

ii. 当基金訓練は、基礎演習コース（次々ページ参照）となります。
iii. 他の職業訓練との併願はできません。

iv. 公共職業訓練・基金訓練の受講修了後１年未満の方は、ステップアップ（次々
ページを参照ください）を除き、原則受講できません。

v. 受講態度に問題があり、訓練校の判断で退校処分となった場合は、退校後１年
未満の間は訓練は受講できません。

vi. 上記ⅴの他の理由でも、正当な理由以外で中途退校された場合は、退校日よ
り１年未満の間は同じステップを含め、それ以下の訓練は受講できません。

vii. 雇用保険を受けておられる方については、当訓練は訓練延長給付等の対象と
はなりません。また、訓練受講中でも失業認定日には、ハローワークへ来所す
る必要があります。

viii. カリキュラム中でテキスト代の他、保険や補講等に金額がかかる場合がありま
すので、詳しくは訓練実施校にお問い合わせください。

ix. 受講申込が少ない場合、訓練を中止する可能性があります。

雇用保険を受給できない方について、一定の要件を満たせば、訓練期
間中の生活保障として、訓練・生活支援給付金の支給や、訓練・生活支
援資金の融資を受けられることがあります。
詳しくは職業相談の窓口でご相談ください。



受講が適切と判断された方には、「基金訓練受講申込書」が交付されます。
訓練・生活支援給付を希望される方は併せてご相談ください。

訓練校から受講申込者に直接「選考結果通知書」が交付されます。
受講が決定した方は、速やかにハローワークへ「選考結果通知書」
をお持ちください。
なお、ハローワーク梅田管内（北区・都島区・旭区・此花区・福島区・
西淀川区）在住の方は、大阪キャリアアップハローワークへお持ち

ください。

訓練受講決定

ハローワークで「受講勧奨通知書」が交付されます。

訓練校に「受講勧奨通知書」を提示してください。

受講申込み

試験等

受講あっせん

入 校

ご自身で、訓練の実施機関に電話連絡を行った上で、申込書の提出方法
（持参の必要がある場合があります。）、選考日、選考方法等を確認してく
ださい。

ハローワークへ求職申込み

ハローワークでのキャリア・コンサルティング

訓練の応募の流れ

※申込期間最終日について

各訓練校によって、業務時間（最終受付時間）が異なりま
すので、なるべく最終日の申込はお避けください。



注）基金訓練は、平成23年10月から求職者支援制度として恒久化され、取扱いが変更となります。

今回の申込でステップ１を受講した後、求職者支援制度の訓練を連続受講できるかは窓口で
お問い合わせください。

なお、今回ステップ１またはステップを２受講後、ステップ３（公共職業訓練）への連続受講は可能です。


